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議事録 

会議名 令和４年度第２回 稲城市地域公共交通会議  

開場日時 令和５年３月 24日(金) 午後２時から３時まで 

出席者及び 

欠席者 

（委員） 

鈴木文彦会長、二見信義副会長、 

進藤直人委員、松永健委員、坂井紘子委員、城所正男委員、 

増田幸雄委員、山口真理委員、青木秀二委員、榎本勝美委員、 

宮向康世委員、牛尾陽一委員、堀田耕一郎委員、吉越守委員、 

塚原輝浩委員、山田弘委員、大塚広満委員 

 

（事務局） 

都市建設部長      小澤  管理課長        浜中 

管理課交通対策係長   西山  管理課交通安全担当係長 髙瀬 

管理課交通対策係    若菜  管理課交通対策係    山本 

 

（欠席者） 

米澤暁裕委員、清家裕之委員、板垣洋介委員、佐々木朗委員 

 

（代理出席） 

古谷弘文委員 代理 池野谷氏 

早田俊介委員 代理 安井氏 

佐藤勝太委員 代理 長田氏 

藤原廣彦委員 代理 渡辺氏 

会議次第 

１ 開会 

２ 都市建設部長挨拶 

３ 議題 

⑴令和４年度ｉバス乗降調査について(報告)…資料１ 

⑵社会福祉法人によるワゴン車運行について(報告)…資料２ 

⑶Ａコース運行ルート変更後の状況について(報告)…資料３ 

⑷その他 

・南山東部土地区画整理事業について…資料４ 

・よみうりランド丘の湯バス停について…資料５ 

・iバス広告収入への取組みについて…資料６ 

４ 閉会 

 

１．開会 

 

２．都市建設部長挨拶 

 

部長    皆様、改めましてこんにちは。本日はお忙しい中、令和４年度第２回稲城市地域公共交

通会議にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日ごろより稲城市行政にご理解、ご協力を賜りまして感謝申し上げます。 

さて、新型コロナウイルス感染症は３月 13日からマスク着用の考え方が変更されたと

ころでございます。しかし、コミュニティバスや路線バスの利用者は、コロナ禍前よりま
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だ２割程の減少が続いておりますが、徐々に回復の兆しも見え始めており、今後も安定し

た運行を実施してまいりたいと考えております。 

本日は、市民代表者合同検討会とバス事業者検討会にて報告させていただいた事項につ

いて、その際にいただいたご意見・ご要望を含めて事務局から説明してまいりたいと考え

ております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３．議題 

 

会長    改めまして、稲城市地域公共交通会議会長の鈴木でございます。 

年度末ということで１年ははやいもので、桜の花は満開です。本日は三沢川沿いの桜の

トンネルを歩いてまいりました。桜はどんな感染症や災害があろうが咲いており、社会状

況についても、早く通常の状態に戻ればと考えております。 

本日の議題は次第にありますとおり、４つございます。いずれも報告事項で議決する内

容はございません。一つひとつご意見を伺いながら今後に活かしていきたいと思います。 

 

 

（１）令和４年度ｉバス乗降調査について 

 

事務局より資料１に沿って報告。 

市民代表者合同検討会においては、定点観測であればこれまでどおり９月に行ったほうがよいの

ではないかというご意見があった件については、今回の10月の実施結果を見ると傾向としては９月

と大きな違いはなかったことから、平日で実施する場合は10月で行うことを説明。 

 

会長    資料の８ページ以降の路線図は路線の太さにより各路線の性格が表れておりますが、

何か委員の皆様からご意見はございますか。 

 

（意見なし） 

 

 

（２）社会福祉法人によるワゴン車運行について 

 

事務局より資料２に沿って報告。 

市民代表者合同検討会においては、週２回の運行が行えるようになったことは利用者の利便性に

つながるというご意見をいただいたことを説明。正吉苑さんにつきましても引き続き運行協力がい

ただけるように調整していくことを説明。 

 

会長    週１回の運行が週２回に増えたことは、ありがたいことです。各法人事業者の負担とな

らない程度で今後もご協力のお願いを継続してもらいたい。 

利用者の利用目的は買い物になりますか。 

事務局   利用者の主な利用目的は買い物と伺っております。平尾団地からiバスや路線バスを利

用して買い物できる場所に行かれていると伺っております。 

会長    地域貢献事業ですので、法人事業者さんのできる範囲で進めてもらうのが本来の姿で

す。あくまで無理の無いように、情報交換を常にしながら今後に向けて進めてもらえれば

と思います。 
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（３）Ａコース運行ルート変更後の状況について 

 

事務局より資料３に沿って報告。 

市民代表者合同検討会においては、平尾から若葉台にスムーズに行くことができ、ソコラを利用す

ることが出来て利便性が高まったというご意見をいただいたことを説明。 

 

（意見なし） 

 

 

（４）その他 

・南山東部土地区画整理事業について 

 

事務局より資料４に沿って報告。 

会長    今説明がありましたように、この地区のバス運行については、路線バスの運行の確定を

見て、iバスはⅢ期見直しで編成していくということでよろしいでしょうか。 

委員    既に住んでいる方がいるので、どのようなスケジュールを組んでいるのでしょうか。 

 

事務局   南山東部土地区画整理事業の完了は令和６年度末となっており、今後の２年間の中で、

路線バスと i バスの路線を検討していきたい。今後Ⅲ期見直しの中で路線バスと i バス

を合わせて決めていく。 

委員    令和６年度末までは何もないということでしょうか。 

 

事務局   運行につきましては、道路開通まで待たなければならない。 

 

委員    道路開通しないため令和６年度末までは路線バスが運行しないことはわかります。そ

れまでは iバスで補完はできないか。 

 

事務局   iバスは路線バスの補完としての位置づけで運行してきております。そのため路線バス

のルートを見てルートを決めていきたい。 

 

事務局   運行できるのは令和６年度末以降となるが、令和５年度から路線バスと i バスの検討

を始めていかないと間に合わないと考えておりますので、この地域公共交通会議の中で

協議していただきたい。 

 

委員    既に住んでいる人は若い方が多く、バス利用の必要性は低いかもしれないが、街のハー

ド整備の進捗にあわせたソフトの整備が合致していない。今後、稲城市内で同様な大規模

開発がある場合は、ソフト面の整備を同時に考えた開発をお願いしたい。 

 

委員    Ｃ工区内の道路は、iバスが走行できるとのことであれば、i バスが通った後に路線バ

スが通った地区もあるので、路線バスより先に iバスを通してもよいのではないか。 

 

事務局   自立運営している路線バスをまず計画していただき、市からの補助金を受けて運行し

ている iバスは路線バスで不足する部分を補完していきたい。Ｃ工区内は将来的に iバス

の運行要望があった場合にバス停が整備できるように区画整理組合とその位置を今後も
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調整していきます。また、市から補助を受けている iバスを路線バスより先に運行する場

合、路線バスの運行ルートの影響が出てしまう恐れもあります。 

 

委員    道路が開通するまで補完はできないのか。 

 

事務局   Ｃ工区内の道路はバスが運行出来るまで完成していないので、その点を含めて令和６

年度末までに今後検討していく。 

 

委員    資料４の未開通部分の付近や、ヤオコー付近のすでに住んでいる人向けに運行が出来

ないか。せめて１年間は運用できるようにしてほしい。 

 

事務局   南山地区からのiバス運行要望は駅に向かう歩行者用道路で階段もあるため、これまで

市に要望がないのかもしれませんが、iバスの暫定的な運行を含めて今後協議会の中でご

議論いただければと思います。 

 

会長    暫定的な形で運行する場合でも他地域に影響が出る。そのため綿密に議論しなければ

ならない。議論により最適の方法がみつかりiバスが運行できるとなっても、新規ルート

となるので国に許可申請を受けなければならない。その検討時間や国への手続き時間を考

慮すると結果的には令和６年度末と予想される。 

 

委員    時間的には厳しいものがあると思う。どうしたらできるようになるか、議論していただ

きたい。 

 

委員    Ｃ工区の方のiバスの運行要望を聞くのが一番最初かと思う。先程ありましたように階

段もあり歩いて行ったほうが早いのでバスは利用しないとなった場合、そこに補助金を使

ったiバスを走らせるのは運行経費の収支面からはいかがかと思う。議論するにあたって

は、バスを必要としているか意見を集約した方がいいと思います。 

 

事務局   議論するにあたっては、バス運行需要があるかどうかも必要なことと考えます。 

 

委員    Ｃ工区の販売にあたっては、バスの運行があるという案内はしていないということな

ので、住まわれている方は自力でなんとかすると考えているのではないかと想像します。 

 

会長    今の人がどう考えているかはヒアリングでデータが集まる。経路案の検討材料にもな

ると思います。ヒアリングを行い議論を進めるのは良いと思います。 

 

・よみうりランド丘の湯バス停について 

事務局より資料５に沿って報告。 

市民代表者合同検討会では、ＨＡＮＡＢＩ・ＹＯＲＩの新温浴施設へのiバスの乗り入れについて

ご意見があり、新温浴施設については、無料シャトルバスが京王よみうりランド駅から運行されて

いることから、第Ⅲ期のiバスルート全体の見直し中で検討事項と説明。 

 

会長    只今の説明にありましたとおり、丘の湯の閉園工事期間中は、付近に仮バス停を設置す

る場所がございませんので、Ｄ・Ｅコースについては、よみうりランド丘の湯バス停を通

過して運行するということで進めていくことといたします。 
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・iバス広告収入への取組みについて 

事務局より資料６に沿って報告。 

 

（意見なし） 

 

 

４．閉会 

会長    令和５年度稲城市地域公共交通会議の協議議題について、事務局より説明をお願いし

ます。 

事務局   小田良地区は今月の 31 日で区画整理事業が完了し、南山地区についても先程の議題の

とおり路線バスの運行に向けた停留所の検討を行っていることから、iバス路線のⅢ期見

直しに向けた協議を予定しております。 

会長    これで令和４年度第２回稲城市地域公共交通会議を終了します。 

以上 


